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精神保健福祉法について (１) 法律の目的

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
（昭和二十五年五月一日法律第百二十三号）

正式名称
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精神保健福祉法について (２) 主な内容 ①

精神保健指定医 （第18条）

厚生労働大臣は、申請に基づき、措置入院や医療保護入院の要否、行動の制限等
の判定を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医
に指定します。 

精神科病院 （第19条の７）

都道府県は、精神科病院を設置しなければなりません。 
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医療及び保護 （第21条、第29条、第33条）

精神障がい者の任意入院や措置入院、医療保護入院等が規定されております。



精神保健福祉法について (３) 主な内容②

精神障害者保健福祉手帳 （第45条）

精神障がい者は、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請す
ることができます。都道府県知事は、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認め
たときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければなりません。

精神保健福祉相談員 （第48条）

都道府県・市町村は、精神保健福祉センター・保健所等に、精神保健及び精神障がい者
の福祉に関する相談に応じたり、精神障がい者及びその家族等を訪問して指導を行うため
の職員（精神保健福祉相談員）を置くことができます。
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精神保健福祉センター （第６条）

都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害
に関する相談や知識の普及等を行う、精神保健福祉センターを設置することとされ
ています。 
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精神保健福祉法について (４) 改正点
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精神保健福祉法について (４) 改正点
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精神保健福祉法について (４) 改正点
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精神保健福祉法について (４) 改正点



9

精神保健福祉法について (４) 改正点
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精神保健福祉法について (４) 改正点



詳しくは・・
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精神保健に関する相談体制に整備に向けて

• 庁内及び庁外の相談窓口を把握

（福祉、障がい、母子、高齢者等）

• つなぐ時は、本人の了解を取って、相談先へ
事前に情報提供

• 相談者本人には、相談窓口を丁寧に伝える

（相談窓口の名称、連絡先（住所、電話番号）

担当者名）



精神保健福祉センターの
概要や取組について



精神保健福祉センターとは

・ 精神保健福祉法第６条に規定

・ 都道府県、指定都市に設置 ＊ 全国 69ヶ所

   ・ 地域住民の精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を
図るための総合的技術センターとして、
地域精神保健福祉活動推進の中核的機能を担う機関。

・ 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、
調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑困難なもの
を行うとともに、精神医療審査会の事務並びに精神保健福祉
手帳の申請及び自立支援医療費（精神通院）の支給認定に
関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを
行う。



岩手県精神保健福祉センター
〔沿革〕

・昭和48年 岩手県精神衛生センター設置。

・平成13年 中央児童相談所、婦人相談所、

身体障害者更生相談所、知的障害者更生

相談所と統合し、岩手県福祉総合相談セン

ターとなる。

＊「岩手県精神保健福祉センター」の名称は継続。

・平成21年 精神保健福祉センター内に

「岩手県自殺予防情報センター」(H28年

「岩手県自殺対策推進センター」に改称）、  

「岩手県ひきこもり支援センター」設置。

・令和2年「依存症相談拠点」に指定。

〔職員配置〕

所長（精神科医）、精神保健福祉顧問（精神
科医）、次長、保健師、心理判定員、自殺対
策活動専門員、ひきこもり相談支援員等

岩手県福祉総合相談センター

住所：盛岡市本町通三丁目19－１
電話：０１９－６２９－９６１７
こころの相談電話（相談専用）
０１９－６２２－６９５５
（平日 月～金曜日 9時～18時）



精神保健福祉センター業務 

精神保健福祉法 第６条

①精神保健福祉に関する知識の普
及、調査研究

②精神保健福祉に関する複雑困難
な相談指導

③精神医療審査会の事務

④精神障害者保健福祉手帳や自立
支援医療公費負担の認定

⑤障害福祉サービス支給要否に関
する意見

⑥障害福祉サービスに関する市町
村への技術援助

精神保健福祉センター運営要領

①企画立案

②技術指導及び技術援助

③人材育成

④普及啓発

⑤調査研究

⑥精神保健福祉相談

⑦組織育成

⑧精神医療審査会の審査事務

⑨精神障害者通院医療費公費負担及
び精神障害者保健福祉手帳の判定
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岩手県ひきこもり支援センター





岩手県自殺対策推進センター

• 岩手県は、全国的に自殺率が高率県で、自殺対策は本県における重要な政策
課題となっており、平成21年に当センター内に岩手県自殺予防情報センターが
設置され、以下の事業を実施している。（平成28年５月「岩手県自殺対策推進セ
ンター」となる。）

【事業の内容】
      １ 情報の提供等

        ・警察庁、人口動態統計を基にした情報収集、分析、
        ・県内の自殺対策（久慈モデル）に関する実施状況調査

      ２ 自殺対策計画支援
       ・データの集計・分析、市町村等への情報提供
       ・市町村等に対する自殺対策計画策定の取組状況等の把握

・市町村の状況を踏まえた支援

保健・福祉・医療・労働・教育・警察等関係機関と連携を図りながら、市町村
等に対し適切な助言や情報提供等を行うとともに、地域における自殺対策関
係者等に対し研修等を行うことにより、全ての市町村等において、地域の
状況に応じた自殺対策が総合的かつ効率的に推進されることで、誰も自殺
に追い込まれることのない社会の実現を目指す。



３ 連絡調整
・岩手県自殺対策推進協議会、圏域・市町村における関係機関の自殺対策推進連絡会議、
ネットワーク連絡会、岩手県自死遺族支援実務者連絡会等の連絡調整

４ 市町村及び民間団体への支援
・自殺対策推進連絡会議等への出席、助言等
・ボランテイア団体等への協力支援

５ 人材育成研修
（１）当センターにおける研修等開催
・関係機関対象とした自殺対策に関する研修
・保健所、市町村自殺対策企画担当者を対象とした研修
・自死遺族支援公開講座
・地域ケア会議

（２）地域への技術支援等
・ケア会議等への職員講師派遣
・各種研修会等への講師（職員）派遣

６ 自殺未遂者及び自死遺族等支援に対する指導等
・自殺未遂者支援
二戸地域において「なやみ解決こころサポート事業」の実施

・自死遺族支援
自助グループの支援及び交流会の開催支援

・必要に応じて、圏域、市町村等に対して適切な指導又は助言等の支援
７ 相談支援の強化

・「こころの電話相談」（午前9時から午後6時まで）による相談実施
８ 専門職員の配置



・依存症家族教室

【対象】
アルコール依存や薬物依存の
問題を抱える方のご家族

グループによる支援①



グループによる支援②

～グループによる本人支援・自助グループ支援～
・ほほえみの会
対象；統合失調症などの精神疾患を抱えている人
内容；レクリエーション、話し合い
・風の会
対象；統合失調症などの精神疾患を抱えている人
内容；絵画を通じた交流
・小さな集まり
対象；社会復帰や社会生活に不安を抱える人
内容；語り合い、リラクゼーション、外出活動
・ＳＭＡＲＰＰ
対象；違法薬物、ドラッグ、アルコールなどの薬物依存に

お悩みの方
内容；SMARPP（スマープ）という物質使用障害治療プログラム



グループによる支援③

～遺族支援～

・りんどうの会（盛岡地域の自死遺族交流会）
対象；大切な人を自死で亡くされたご家族
内容；分かち合い
※県内では７保健所で自死遺族交流会を

 開催しています。
（中部（北上）・奥州・一関・宮古

・釜石・久慈・二戸）
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相談窓口

「こころの相談電話」
平日 9：00～18：00

TEL（相談専用）019-622-6955

「来所相談」
平日 9：00～16：00 （要予約）

受付窓口 019-629-9617

〒020-0015 盛岡市本町通3丁目19-1

精神疾患、依存症、ひきこもり、自殺に関する相談、自死遺族相談、

災害後の心の不調など、メンタルヘルス問題全般に関わるご相談を

おうかがいしています。



御清聴ありがとうございました
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